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西村議員要望項目一覧 

令和７年度６月補正分 

要望項目 左に対する対応方針等 

１ 「安心サポートファイル」の改良と、電子化の推進 

  現在の「安心サポートファイル」は記入が難しく、活用されにくい。
使いやすい形式への見直しと、災害など緊急時等に備えた電子化・ア
プリ化を進め、利便性の向上を図ること。 

特に、療育手帳や精神障がい者手帳の更新前通知、金銭管理の期限
などの情報をプッシュ通知できる機能を検討すること。 

当事者と家族が安心して暮らせるよう、県は委託先と連携し、必要
な指導・助言を行うこと。 

令和７年度当初予算で、安心サポートファイルがより使いやすい冊子となるよう、内
容の見直しのための予算を措置したところである。今後、委託先である一般社団法人鳥
取県手をつなぐ育成会が設置する検討委員会において、この度の要望も含めて見直し
内容を検討していきたい。 

 

【令和７年度当初予算】 

・親亡き後を見据えた地域生活サポート事業（親亡き後の安心サポート体制構築事業） 

４，３５４千円 

２ 女性の健康と、Well-being 向上に向けた施策 

（１）「鳥取県健康づくり文化創造プラン」（第４次）の改訂について 

  更年期に起因する経済損失は１．９兆円（経済産業省２０２４年調
べ）と大きく、対策が急務である。高齢まで働き続ける女性が増加す
る中、更年期支援の先進県として、以下の対応を行うこと。 

・「更年期対策」を明記し、さらなる体制整備・強化を図ること 

・「月経随伴症」、「更年期」、「婦人科がん」について、若年層から
の啓発、「プレコンセプションケア」を明文化すること 

・閉経後に増加する「骨粗しょう症」や「循環器疾患」の予防・健
診及び更年期との関連を言及し、啓発を図ること 

 「鳥取県健康づくり文化創造プラン」の中間見直し（令和８年度）に向けて、鳥取県
がん対策推進計画、鳥取県循環器病対策推進計画及びシン・子育て王国とっとり計画
等、関連計画とも整合性を図りながら、更年期障がい対策の推進及び若年層からの啓発
等について関係者と協議する。 

 また、「骨粗鬆症」や「循環器疾患」について、骨粗鬆症健診や特定健診の実施主体
である市町村と、更年期との関連性を含めた効果的な啓発を検討する。 

（２）「更年期だれでも相談窓口」の活用及び切れ目のない女性の健康
対策・啓発について 

  企業や地域が抱えている女性の健康に係る問題を聴取し、本県の
「更年期障がい相談支援センター」と連携し、その啓発を行うととも
に、相談窓口を活用するよう促すこと。 

また、更年期から老年期の Well-being 向上のため、地域や学校と
協働し、若年層からの更年期啓発を推進し、話しやすい社会環境づく
りをさらに推進すること。 

 企業の担当者や市町村の相談支援担当者の方等を対象としたセミナーを開催し、企

業や地域における課題等を伺うとともに、不安や悩みがある時は気軽に「更年期だれ

でも相談室」を利用いただくよう啓発を行う。 

 また、若年層からの更年期啓発についても、関係機関と連携しながら引き続き推進し
ていく。 
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（３）帯状疱疹ワクチン接種の啓発、補助対象拡大について 

５０代から発症が増える帯状疱疹は、長期間、生活や仕事に支障が
出る人が見受けられる。 

更年期世代の罹患は、社会負担や経済損失が大きいため、ワクチン
接種の啓発と共に、接種補助の対象年齢の拡大（５０～６５歳未満）
を国や市町村に働きかけること。 

さらに、市町村間の自己負担格差があることから、格差是正につい
ても市町村に働きかけること。 

帯状疱疹ワクチンの定期接種対象年齢については、厚生科学審議会予防接種・ワクチ
ン分科会において、帯状疱疹の罹患率は７０歳代がピークであることや、帯状疱疹後神
経痛の発症も、特に５０～６０歳代と比較して７０歳代以降で増加すること等の科学
的知見を踏まえ、６５歳の者等と決定されている。令和７年度から定期接種が開始され
たところであるが、接種状況等を踏まえつつ、国において定期接種対象年齢の拡大につ
いて継続して検討するよう、全国知事会を通じて国に要望していくとともに、ワクチン
による帯状疱疹の予防等について、任意接種も含めて、関係機関と連携して周知を図っ
ていく。 
なお、帯状疱疹ワクチンの定期接種に係る自己負担額については、実施主体である市

町村において交付税措置等を踏まえて独自に決定するものであるが、その参考として
いただくため、県内市町村の状況の共有等を行っていく。 

３ 教員の待遇改善、離職防止について 

  本県では、教員の拘束時間の長さや評価、給与・待遇への不満によ
り、離職が増えている。例えば、特別な支援が必要な児童生徒が増加
する中、本県の特別支援教員の調整手当はすでに廃止されており、専
門技能に対して評価が不足している。 

ついては、教員不足の現状を踏まえ、待遇の見直しなど、教員の離
職を防止する策を講じること。 

 特別支援教育に従事する者に対する調整額については、定数・教育環境の改善等の理

由から平成１８年度に廃止しているところであるが、本県では、特別支援学級の編成基

準を１学級あたり児童生徒数７人（国基準は８人）とするとともに、特別支援学級の学

習支援を行う非常勤講師を配置するなど独自の措置を行っている。さらに、令和６年度

からは当該非常勤講師の単独指導時間数を拡充しており、今後も負担軽減を図ってい

く。 

また、教員の処遇について、令和６年度の県人事委員会勧告を踏まえ、教諭の大卒初
任給は大幅に改善 (給与月額 26,300 円増) した。加えて、国会審議中である教職調整
額引上げ等の状況を踏まえつつ、さらなる処遇改善を図っていく。  


